
※※施設基準の届出をしている医療機関様へ※※

令和7年4月から医療DX推進体制整備加算及び在宅医療ＤＸ情報活用加算の見直しが行われます。

電子処方箋を導入し、加算1～3（在宅DXは加算1）を算定される場合は、令和7年4月4日必着で

新たな様式での届出が必要ですのでご注意ください。

改めて届出しなおしたり、初めて届出された場合は、必ず弊社にもご連絡ください。

ORCAの施設基準の設定を行います。

※届出についての詳細は厚生局にお問い合わせください。弊社ではお答えできません。

■ 令和7年4月からの新しい点数と診療コード

適用期間は令和7年9月までで、10月以降の実績要件等は未定です。

利用実績※1

医療DX推進体制整備加算　1 医療DX推進体制整備加算　4

医療DX推進体制整備加算　2 医療DX推進体制整備加算　5

医療DX推進体制整備加算　3 医療DX推進体制整備加算　6

※1 算定する月の3月前、その前月、前々月のレセプト件数ベースマイナ保険利用率のうち、

最高値の利用率により算定する点数が決まります。

※2 小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつR6.1.1～12.31までの延外来患者数のうち

6歳未満の患者が3割以上の医療機関においては、R7.4.1～9.30までの間に限り

「12％」でよいとされていますが、4/4必着で新たな様式による施設基準の届出が必要です。

◎ 在宅医療DX情報活用加算についても電子処方箋発行体制の有無で点数が異なります。

【電子処方箋発行体制あり】 在宅医療DX情報活用加算1　11点

【電子処方箋発行体制なし】 在宅医療DX情報活用加算2　9点

上記内容につきまして、算定要件の詳細は、必ず医療機関様でご確認ください。

■ マイナ保険証利用率の設定についての注意事項

令和7年4月適用月（診療年月）以降の設定方法が変更になりました。

2枚目以降の設定方法を必ずご確認ください。

また、利用率の入力は月末などを気にせず、いつでも入力が可能となりました。

毎月忘れないように必ず設定してください。

■ 令和7年4月以降、電子処方箋発行体制ありの点数を算定する場合や、新たに届出された場合は

施設基準の設定が必要です。

最新のアップデート、もしくはプログラム更新が完了されましたら、ご連絡ください。

リモートにて設定いたします。ご診療中でも影響はございません。

111703770（初診）
診療コード

113708070（医学管理等）

11点 9点

利用率：30％
診療コード

111703570（初診）

113707870（医学管理等）

111703870（初診）
診療コード

113708170（医学管理等）

利用率：15％※2

10点

診療コード
111703370（初診）

113705470（医学管理等）

8点

医療DX推進体制整備加算及び在宅医療ＤＸ情報活用加算について

電子処方箋発行体制あり 電子処方箋発行体制なし

111703670（初診）
診療コード

113707970（医学管理等）
診療コード

12点

利用率：45％

10点

111703470（初診）

113707770（医学管理等）
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※※施設基準の届出をしている医療機関様へ※※

＜設定方法＞

① 業務メニューの「91マスタ登録」→「101システム管理マスタ」を押します。

② 管理コードに「1006」と入力しエンターします。

または、▽をクリックし「1006施設基準情報」を選択します。

③ 画面右側の有効期間が最新の欄（一番下）をクリックして、「F12確定」を押します。

④ 【施設基準情報設定】画面が開きます。

「F11医療DX」を押し、マイナ保険証利用率入力画面を表示します。

⑤ 総合ポータルサイトから送信されるメール「マイナ保険証利用率等のお知らせ」にて以下のような文が

ありますので確認して登録します。

「貴施設における医療DX推進体制整備加算（○○月適用分）

  対象利用率の最高値：○○％（R○年○月診療分・レセプトベース利用率）」

※令和7年3月適用分以前は従来通りの設定（原則3月前の利用率など）になります。

◆ 小児科特例を活用とする場合

対象利用率が12％～14％の場合は15％を設定してください（令和7年9月まで）。

◆ なお、利用率は「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインしても確認できます。

ログイン→トップ画面右上部の医療機関名をクリック→「プロファイル」を選択しご確認ください。

有効期間をクリックし表示します
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